




平成２８年度定期監査に基づく是正、改善等の報告について 

平成２９年度から次のような改善等を実施します 

１ 国民健康保険税について 

国民健康保険税の賦課に関しては、長が賦課決定したことを明確に示した

ものが見受けられなかった。このことは、２年前の定期監査で「市税の賦課徴

収について」を行った際に、「賦課行為が長の決定がないままに行われていた

ということで、適正な課税事務が行われていなかったと言わざるを得ない。今

後は、法令等に則った手続のもと、適正な課税事務の執行が行われることを強

く要望する。」と指摘したにもかかわらず、国民健康保険税については未だ賦

課事務の改善がなされていないと言わざるを得ない。 

早急に事務改善を図り、法令等に則った手続のもと、適正な課税事務の執行

が行われることを強く要望する。 

賦課決定に係る事務決裁規程の固有専決事項を見直し、課税事務の適正化

を図りました。 

２ 介護保険料について 

介護保険料の賦課に関しては、介護保険法により市の事務とされていること

から、賦課決定権は市長にある。また、事務決裁規定上、決裁委任がされてい

ないことから、賦課決定については市長が決定すべきものであるところ、市長

が決定したことを明確に示したものが見受けられなかった。このことは、保険

料についても、国民健康保険税の賦課同様、賦課行為が長の決定がないままに

行われていたということであり、適正な保険料を課す事務が行われていなかっ

たといえる。 

今後は、早急な事務改善を図り、法令等に則った手続のもと、適正な課税事

務の執行が行われることを強く要望する。 

賦課決定の決裁をとるよう改めるとともに、市税等の業務を参考に、事務決

裁規程を見直します。 


